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○ 銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）（抄） 

 

（定義等） 

第二条 この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて行業を営む者をいう。  

２～１３ （略） 

１４ この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。  

一 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介  

二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介  

三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介  

１５ この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。  

１６～２２ （略） 

 

（銀行の業務に係る禁止行為）  

第十三条の三 銀行は、その業務に関し、次に掲げる行為（第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げ

る行為を除く。）をしてはならない。  

一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為  

二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為  

三 顧客に対し、当該銀行又は当該銀行の特定関係者その他当該銀行と内閣府令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行

うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為（顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの

を除く。）  

四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為  

 

（許可）  

第五十二条の三十六 銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。  

２ 銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営

んではならない。  

３ 銀行代理業者は、あらかじめ、所属銀行の許諾を得た場合でなければ、銀行代理業の再委託をしてはならない。  

関連条文 
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（業務の範囲）  

第五十二条の四十二 銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことがで

きる。  

２ 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが銀行代理業を適正かつ確実に営むことについて

支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないことができる。  

３ 銀行代理業者は、第一項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。  

４ 第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合

において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第一項の承認を受けたものとみなす。  

 

（分別管理）  

第五十二条の四十三 銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為（以下この章において「銀行代理行為」という。）に関して顧客か

ら金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。  

 

（顧客に対する説明等）  

第五十二条の四十四 銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならな

い。  

一 所属銀行の商号  

二 第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別  

三 その他内閣府令で定める事項  

２ 銀行代理業者は、第二条第十四項第一号に掲げる行為（特定預金等契約の締結の代理及び媒介を除く。）に関し、預金者等の保護に資す

るため、内閣府令で定めるところにより、預金又は定期積金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなけれ

ばならない。  

３ 前二項及び第五十二条の四十五の二並びに他の法律に定めるもののほか、銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、その銀行代

理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運

営を確保するための措置を講じなければならない。 
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（銀行代理業に関する帳簿書類）  

第五十二条の四十九 銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければなら

ない。  

 

（銀行代理業者に対する指導等）  

第五十二条の五十八 所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に係る業務の指導そ

の他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。  

２ 銀行代理業再委託者（銀行代理業を再委託する銀行代理業者をいう。以下同じ。）は、銀行代理業再受託者（銀行代理業再委託者の再委

託を受けて銀行代理業を営む銀行代理業者をいう。以下同じ。）が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、銀行代理業に

係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。  

 

（所属銀行等の賠償責任）  

第五十二条の五十九 所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。  

２ 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。  

一 所属銀行の委託を受けた銀行代理業者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該委託をするについて相当の注意をし、かつ、当

該銀行代理業者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。  

二 銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該銀行代理業再受託者に対する再委託の許諾を行うについて相当の

注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生の防止に努めたとき。  

３ 銀行代理業再委託者は、銀行代理業再受託者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該銀行代

理業再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業再受託者の行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発

生の防止に努めたときは、この限りでない。  

４ 第一項の規定は所属銀行から銀行代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代理業再委託者から銀行代理業再受

託者に対する求償権の行使を妨げない。  

５ 民法第七百二十四条 （不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）の規定は、第一項及び第三項の請求権について準用する。  
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○ 銀行法施行規則（昭和五十七年大蔵省令第十号） 

 

（預金の受払事務の委託等）  

第十三条の六の四 銀行は、現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出し

に関する事務を第三者に委託する場合には、当該事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業

務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者（資金の貸付け（銀行が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を

除く。）の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とす

る者を除く。）に委託するとともに、顧客に関する情報が漏洩しないための的確な措置及び顧客が当該銀行と当該委託を受けた者その他の

者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。 

 

（財産的基礎）  

第三十四条の三十六 法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第三十四条の三十四第六号に規定する財産に

関する調書又は同条第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額（次

項において「純資産額」という。）が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額以上であることとする。  

一 個人 三百万円  

二 法人 五百万円  

２ （略） 

 

（分別管理）  

第三十四条の四十二 銀行代理業者は、法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により銀行代理行為に

関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属銀行に係るものであるかが直ちに判別できる

状態で管理しなければならない。  

 

（明示事項）  

第三十四条の四十三 法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  

一 銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属銀行からの権限の付与

がある旨 
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二 所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と

同種の契約につき他の所属銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨  

三 所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属

銀行のために行つているときは、その旨  

四 所属銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属銀行の商号又は名称  

２ （略）  

 

（銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供）  

第三十四条の四十四 第十三条の三の規定は、法第五十二条の四十四第二項の規定による銀行代理業者が行う預金者等に対する情報の提供に

ついて準用する。  

  

（銀行代理業に関する帳簿書類）  

第三十四条の五十八 銀行代理業者は、法第五十二条の四十九の規定により、銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定

める帳簿書類（法第二条第十四項 各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。）を所属銀行ごとに作

成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。  

一 総勘定元帳 作成の日から五年間  

二 銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間  

三 銀行代理業に係る顧客に対して行つた法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた

日から五年間  
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○ 資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）（抄） 

 

（定義） 

第二条 （略） 

２ この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引（少額の取引として政令で定めるものに限る。）を業として営むこと

をいう。 

３ この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。 

４ （略） 

５ この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で

生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。 

６ この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。 

７～１２ （略） 

 

（定義） 

第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 

一 証票、電子機器その他の物（以下この章において「証票等」という。）に記載され、又は電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他

の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。）により記録される金額（金額を度その他の単位に

より換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。）に応ずる対価を得て発行され

る証票等又は番号、記号その他の符号（電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われる

ものを含む。）であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者（次号において「発行者等」という。）から物品を購入し、若

しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することがで

きるもの 

二 証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他

の符号（電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。）

であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの 

２・３ （略） 

４ この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者（当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者（次
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条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。）を含む。以下この項において同じ。）から物品の購入若しくは借受けを行い、若

しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する

者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。 

５ この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。 

６ この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者（第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の

届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。）をいう。 

７ この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。 

８ （略） 

 

（自家型発行者の届出）  

第五条 前払式支払手段を発行する法人（人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。）又は個人のうち、

自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初

に基準額（第十四条第一項に規定する基準額をいう。）を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始し

たときも、同様とする。 

一～十 （略） 

２・３ （略） 

  

（第三者型発行者の登録） 

第七条 第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 

 

（登録の拒否）  

第十条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項につ

いて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。  

一 法人でないもの（外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。）  

二 次のいずれにも該当しない法人 

イ 純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人 

ロ 営利を目的としない法人で政令で定めるもの 
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三～九 （略）   

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならな

い。  

 

（発行保証金の供託）  

第十四条 前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額（以下この章において「基準額」という。）を超えるときは、当該

基準日未使用残高の二分の一の額（以下この章において「要供託額」という。）以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定める

ところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。  

２・３ （略） 

 

（資金移動業者の登録） 

第三十七条 内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことがで

きる。 

 

（登録の拒否）  

第四十条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項に

ついて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 

一 株式会社又は外国資金移動業者（国内に営業所を有する外国会社に限る。）でないもの  

二 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者（国内に住所を有するものに限る。）のない法人  

三～十 （略）  

２ （略） 

 

（履行保証金の供託）  

第四十三条 資金移動業者は、一月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における要履行保証額の最高額（第四十七条

第一号において「要供託額」という。）以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日（同号において「基準日」という。）から一

週間以内に、その本店（外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第四十八条において同じ。）の最

寄りの供託所に供託しなければならない。  

２ 前項の「要履行保証額」とは、各営業日における未達債務の額（資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣
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府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。）と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額とし

て内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額（その合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行

を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額）をいう。  

３ （略）   

 

○ 資金決済に関する法律施行令（平成二十二年政令第十九号）（抄） 

 

（純資産額の下限等）  

第五条 法第十条第一項第二号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

一 法第十条第一項の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が一の市町村（東京都の特別区の存する区域及び地

方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。次号において同じ。）の区域内であ

る場合 千万円  

二 法第十条第一項の登録申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当する場合 零 

イ 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

（以下「一般社団法人等」という。）であること。 

ロ その定款に当該登録申請者が前払式支払手段の発行の業務を行う旨及び当該登録申請者が地域経済の活性化又は当該地域の住民相互

の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされていること。 

ハ その発行する前払式支払手段の利用が可能な範囲が一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内であること。 

ニ その発行する前払式支払手段の未使用残高（法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及

び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として

内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。）から法第十四条第一項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第十五条

及び第十六条第一項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者

を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。 

ホ その発行する前払式支払手段に当該一般社団法人等の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書面の閲覧の請求ができる旨の記

載がされていること。 

三 前二号に掲げる場合以外の場合 一億円  

２ （略） 
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○ 貸金業法（昭和五十八年法律第三十二号）（抄） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて

する金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。）で業として行うもの

をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

一 国又は地方公共団体が行うもの 

二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの 

三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの 

四 事業者がその従業者に対して行うもの 

五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの 

２ この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。  

３～２３ （略） 

 

（登録）  

第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣

総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所

在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 

２・３ （略）  

 

（返済能力の調査） 

第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画そ

の他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 

２～５ （略） 
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（過剰貸付け等の禁止） 

第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人

過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。 

２ （略） 

 

（契約締結前の書面の交付） 

第十六条の二 貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。）を締結しようとする場合には、

当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の

相手方となろうとする者に交付しなければならない。 

一～七 （略） 

２ 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、

次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しな

ければならない。 

一～六 （略） 

３ 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項

を除く。）を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。 

一～六 （略） 

４ （略） 

 

（契約締結時の書面の交付）  

第十七条 貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。）を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定

めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載

した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。 

一～八 （略） 

２ 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基

本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で

定めるものを変更したとき（当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。）も、同様とす
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る。 

一～七 （略） 

３ 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を

明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項（一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約に

あつては、同項第三号に掲げる事項を除く。）その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければな

らない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。 

４ 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞

なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの

保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、

同様とする。 

５ 貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項について当該極

度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面

に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき（当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないとき

として内閣府令で定めるときを除く。）も、同様とする。 

６・７ （略） 

 

（受取証書の交付）  

第十八条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。 

一～六 （略） 

２～４ （略） 

 


